
景観形成基準

建築物 高さの制限 配慮した 該当なし

周囲の街並みから突出するような高さになっていない。 □ □

道路に面する部分は２階建て以下としている。 □ □

３階以上は壁面を後退し、２階部分に屋根庇をつけ、街並みの連続性を持たせている。 □ □

最高の高さを１２メートル以下としている。 □ □

工作物 電気供給・通信施設 配慮した 該当なし

最高の高さを２０メートル以下としている。 □ □

その他の事項 配慮した 該当なし

一般地域のチェックシートを作成してください。（別紙） □ □

 ： 必須事項

長野市景観形成基準チェックシート≪松代町景観計画推進地区≫

行為の種別・事項 チェック欄


